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１．一般会計 

【民生費】 

・定額減税調整給付金及び令和６年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯 

給付金給付事業費、事務費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 



 

 

 

 

１．目的 

  物価高騰で影響を受けている市民に対して経済的支援を行うため、国の物価高騰対応

重点支援地方創生臨時交付金を活用し、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者へ

定額減税調整給付金を給付するとともに、令和６年度の新たな住民税非課税世帯及び均

等割のみ課税世帯に対し、臨時特別給付金を給付する。   

 

２．内容 

 （１）定額減税調整給付金  

住民税所得割ならびに所得税が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれ

ないと見込まれる者に対し、納税義務者およびその被扶養者１人あたりの減税上限額

４万円（住民税１万円／所得税３万円）に満たない差額分（１万円未満切り上げ）を

給付する。 

   ■支給件数 ５１，０００件 

 

 （２）令和６年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯給付金  

令和６年度に新たに住民税非課税となった世帯及び新たに住民税均等割のみ課税と

なった世帯に対し、一世帯あたり１０万円を給付する。さらに、同一世帯内に１８歳

以下の扶養児童（平成１８年４月２日以降に生まれた児童）がいる場合は、扶養児童

１人あたり５万円を加算する。 

   ■支給件数 ①非課税 ３，０００世帯（こども加算対象者４００人） 

         ②均等割のみ課税 １，５００世帯（こども加算対象者３３０人） 

 

＜事業規模＞ 

〇事業費  ２，８８６，５００千円 

（１）支給件数 ５１，０００件             ２，４００，０００千円 

（２）（①３，０００世帯＋②１，５００世帯）×１０万円＝  ４５０，０００千円 

     こども加算対象（①４００人＋②３３０人）×５万円＝  ３６，５００千円 

〇事務費    １９１，１００千円 

・人件費（会計年度任用職員報酬等）             １，５４１千円 

・需用費（消耗品費）                      ４９３千円 

・役務費（郵便料、電話代等）               １７，３０３千円 

・委託料（データ抽出、事務処理、コールセンター等）   １７１，３３９千円 

・使用料及び賃借料（コピー機使用料、机・椅子リース等）     ４２４千円 

  

＜スケジュール＞ 

（１）支給対象者に対し確認書を送付（８月下旬～９月上旬を想定） 

（２）確認書による申請またはオンライン申請を経て審査の後、順次、振込希望口座 

   へ入金（振込の開始は９月下旬～１０月上旬を想定） 

 

          

    定額減税調整給付金及び令和６年度新たな非課税世帯 

  ・均等割のみ課税世帯給付金給付事業費、事務費 

物価高騰 

対策 
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３．補正予算額   

３，０７７，６００千円（財源内訳）国庫支出金(10/10)３，０７７，６００千円 

内訳 

事業費２，８８６，５００千円（財源内訳）国庫支出金(10/10)２，８８６，５００千円 

事務費  １９１, １００千円（財源内訳）国庫支出金(10/10)  １９１，１００千円 
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〇給付⾦・定額減税⼀体措置（イメージ図）

給付 減税

⑤《調整給付》 1万円
  1万円単位で切り上げ

2万円

3万円

4万円

～270万円
程度

～2000万円

④≪新たに住⺠税非課税世帯等となる世帯への給付≫
 R6課税情報で新たに住⺠税非課税及び個⼈住⺠税均等割のみ課税となる世帯に対し、⼀世帯あたり10万円を給付
 同⼀世帯に18歳以下の扶養児童がいる場合には⼀⼈当たり5万円を加算

年
収
2
千
万
円
超
は

定
額
減
税
の
対
象
外

 一世帯当たり7万円
（Ｒ５.11月補正で予算措置）

③《こども加算》
18歳以下の扶養児童一人当たり5万円

（R5住⺠税非課税世帯及びR5住⺠税均等割のみ課税世帯）

①《非課税世帯への給付》
一世帯当たり3万円

（Ｒ５.６月補正で予算措置）
②《均等割のみ課税世帯

への給付》

一世帯当たり10万円
（Ｒ６.２月補正で予算措置）

⑥ʼ《定額減税》

⑥《減税》

＋
（R6新たな住⺠税非課税世帯及びR6新たな住⺠税均等割のみ課税世帯）

納税者及び配偶者を含めた
扶養家族⼀⼈につき約4万円

（減税＋調整給付）

【満額減税を受けられる層】

納税者及び配偶者を含めた
扶養家族⼀⼈につき4万円

（所得税3万円＋住⺠税1万円）

～255万円
程度

【R5、R6住⺠税非課税世帯】 【R5、R6住⺠税均等割のみ課税世帯】 【定額減税しきれない層】

～535万円
程度

④《新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付》
一世帯当たり10万円

給与収入モデル例
夫婦と子2⼈(小学生)
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